
大阪府における削除要請の実施状況

不当な差別的言動への対応
■削除要請の実施

平成29年度から、いわゆる同和地区の識別情報の摘示について、大阪法務局に通報を実施。

令和３年度から、明らかに差別を助長誘発する差別的な書込みであるとして、賤称語や蔑称、侮辱的表現を用いた悪質な部落差別

及びヘイトスピーチを削除要請の対象に加えた。合わせて、プロバイダ等への削除要請を令和３年度から実施。

参考資料２

実施状況 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度
令和３年度

※４
令和４年度 令和5年度 合計

要請ページ数※１ 6 19 20 69 239 51 4 408

閲覧できなくなったペー
ジ数※２

6 2 16 8 165 13 0 210

要請ページ数 16 16

閲覧できなくなったペー
ジ数※２

3 3

要請ページ数※３ 5 5

閲覧できなくなったペー
ジ数※２

0 0

要請ページ数※１ 6 19 20 69 255 51 4 424

閲覧できなくなったペー
ジ数※２

6 2 16 8 168 13 0 213

※１…再要請を含む 削除率
※２…令和５年９月末現在 50.2%

※３…部落差別とヘイトスピーチ両方に該当（ダブルカウント）
※４…令和３年度からプロバイダ等への削除要請を実施

合計

種類

同和地区の識別
情報の摘示

賤称語・蔑称

賤称語・蔑称

部落差別

ヘイト
スピーチ


